
税務署からの連絡事項（追加資料） 

（１）プレプリント納付書の事前送付者見直しについて（管理運営部門） 

プレプリント納付書の事前送付が取りやめとなった対象者について、別紙 

１「プレプリント納付書送付見直し対象者一覧」のとおりとなりますので、 

ご承知おきください。 

（２）法人税予定申告に係るダイレクト納付について（管理運営部門） 

   前事業年度の法人税の確定申告書を e-Tax により提出した法人には、法人

税予定申告書及び納付書が送付されませんが、別紙２「法人税及び地方法人

税予定申告書の送付等に関するお知らせ」のとおり、e-Tax メッセージボッ

クスに「法人税の予定申告のお知らせ」が格納されます。e-Tax メッセージ

ボックスに格納されたお知らせ内容から法人税予定申告書を作成し、送信す

ることでダイレクト納付を利用することができます。 

   なお、予定申告書を送信しない場合でも、納付情報登録を作成・送信する 

ことで、ダイレクト納付が利用可能となりますが、２か月を超える納付日は 

指定できませんのでご注意ください。 



① 法人納税者

法人税 × × ○ ○ ○

消費税 × × ○ ○ ○

電子申告 書面申告 電子申告 書面申告 電子申告 書面申告

法人税 × × × × × ○ × × × ○ × × × ○

消費税 × × × × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○

※２ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

《見直し後》

※１ 納付書を使用しない方法 インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付（QRコード（※２））

○ プレプリント納付書を送付する × プレプリント納付書を送付しない × 令和６年５月以降プレプリント納付書を送付しない

金融機関・税務署
窓口での納付

金融機関・税務署
窓口での納付

金融機関・税務署
窓口での納付

義務化
法人

義務化
法人

予定申告分・中間申告分

ダイレクト納付
届出あり

ダイレクト納付
届出なし

○

左記以外

○ ○

プレプリント納付書送付見直し対象者一覧

《見直し前》

○

義務化
法人

義務化
法人

義務化
法人

義務化
法人

左記以外

納付書を使
用しない納
付方法(※１)

左記以外

確定申告分

○

○

ダイレクト納付
届出あり

ダイレクト納付
届出なし

納付書を使
用しない納
付方法(※１)

義務化
法人

義務化
法人

予定申告分・中間申告分

ダイレクト納付
届出あり

ダイレクト納付
届出なし

左記以外（前年事績）

ダイレクト納付
届出なし

左記以外

確定申告分

左記以外

左記以外（前年事績） 左記以外（前年事績）

納付書を使
用しない納
付方法(※１)

ダイレクト納付
届出あり

別紙

別紙１



② 個人納税者

所得税 × × × ×（※１）

消費税 × × × ○

電子通知希望あり 電子通知希望なし

所得税 × × × × ○ ×（※１） × × ○

消費税 × × × × ○ ○ ○

※４ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※２ 納付書を使用しない方法 インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付（QRコード（※4））

※３ 消費税の中間申告分には電子通知希望の有無はない

ダイレクト納付
又は振替納税
届出あり

ダイレクト納付
又は振替納税
届出なし

ダイレクト納付
又は振替納税
届出あり

ダイレクト納付又は振替納税
届出なし

納付書を使用しな
い納付方法
（※２）

金融機関・税務署
窓口での納付

ダイレクト納付又は振替納税
届出なしダイレクト納付

又は振替納税
届出あり 金融機関・税務署窓口での納付納付書を使用しな

い納付方法
（※２）

○（※３）

確定申告書で納める税額が発生
しない納税者（還付又はゼロ）

プレプリント納付書送付見直し対象者一覧

《見直し前》 ○ プレプリント納付書を送付する × プレプリント納付書を送付しない × 令和６年５月以降プレプリント納付書を送付しない

確定申告分

確定申告書で納める税額が発生
しない納税者（還付又はゼロ）

確定申告書で納める税額が発生する納税者
予定申告分・中間申告分

ダイレクト納付
又は振替納税
届出あり

ダイレクト納付
又は振替納税
届出なし

ダイレクト納付
又は振替納税
届出あり

ダイレクト納付又は振替納税
届出なし

ダイレクト納付
又は振替納税
届出あり

ダイレクト納付又は振替納税
届出なし

○ ○

《見直し後》

※１ 令和５年３月以降送付対象外

確定申告分

予定申告分・中間申告分

○ ○

確定申告書で納める税額が発生する納税者

別紙
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別紙２
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